
一

（
経
済
産
業
委
員
会
）

新
た
な
事
業
の
創
出
及
び
産
業
へ
の
投
資
を
促
進
す
る
た
め
の
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
（
閣
法
第
二
三
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

産
業
競
争
力
強
化
法
の
一
部
改
正

１

特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
（
共
同
研
究
開
発
を
行
う
事
業
者
と
大
学
等
に
つ
い
て
、
標
準
化
と
知
的
財
産
権
を
活
用

し
た
市
場
創
出
に
係
る
事
業
活
動
）
に
関
す
る
計
画
認
定
制
度
及
び
支
援
措
置
を
整
備
す
る
。

２

政
府
は
、
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
の
実
施
の
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
標
準
化
の
動
向

及
び
知
的
財
産
権
の
活
用
状
況
の
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

３

設
立
以
後
十
五
年
未
満
の
株
式
会
社
が
募
集
新
株
予
約
権
を
機
動
的
に
発
行
で
き
る
仕
組
み
を
整
備
す
る
。

４

主
務
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
環
境
負
荷
低
減
事
業
適
応
を
行
う
事
業
者
が
当
該
事
業
適
応
の
た
め
の

措
置
と
し
て
生
産
及
び
販
売
を
行
っ
た
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
（
半
導
体
、
自
動
車
、
鉄
鋼
、
基
礎
化
学
品
、
燃
料

等
）
に
つ
い
て
は
、
課
税
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。



二

５

主
務
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
特
別
事
業
再
編
（
中
堅
企
業
者
（
従
業
員
数
二
千
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
（
中
小
企
業

者
を
除
く
。
）
）
が
新
た
な
需
要
開
拓
を
目
的
と
し
て
、
吸
収
合
併
等
を
行
う
も
の
）
を
行
う
事
業
者
が
当
該
事
業
再
編

の
た
め
に
行
う
措
置
と
し
て
取
得
を
し
た
株
式
、
持
分
等
に
つ
い
て
は
、
課
税
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

６

株
式
会
社
産
業
革
新
投
資
機
構
が
有
価
証
券
等
の
処
分
を
行
う
期
限
を
二
〇
五
〇
年
三
月
末
ま
で
十
六
年
延
長
す
る
。

二

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
の
対
象
に
暗
号
資
産
の
取
得
及
び
保
有
等
を
追
加
す
る
。

三

独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
法
の
一
部
改
正

中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
工
業
所
有
権
の
保
護
及
び
利
用
に
関
す
る
助
言
並
び
に
助
成
金
交
付
等
の
業
務
を
追
加
す
る
。

四

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正

研
究
開
発
の
成
果
の
企
業
化
に
必
要
な
事
業
活
動
に
係
る
補
助
金
交
付
等
の
業
務
を
追
加
す
る
。

五

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


